
第９ ６ 回 相模湖地区ま ちづく り 会議 全体会 結果 

 

■ 日   時  令和７ 年 4 月 1 7 日（ 木）・ １ ９ 時開会 

■ 場   所  相模湖総合事務所 ３ 階 大会議室 

■ 出席委員数  １ 6 名出席（ 4 名欠席）  

■ 傍 聴 者  2 名 

 

１   開会 

 

２   あいさ つ 

○河津代表のあいさ つに続き 、 佐藤副区長があいさ つ。  

 

３   行政から の報告事項等 

〇こ ど も ・ 若者政策課から 相模原市子育て応援条例について添付資料のと おり 説

明。  

 

４   協議事項等 

（ １ ） 令和７ 年度ま ちづく り 会議日程について 

○事務局から 標記の件について添付資料のと おり 説明。  

 

（ ２ ） 相模湖地区ま ちづく り 会議委員の変更について 

○事務局から 標記の件について添付資料のと おり 説明。  

 今回から 参加さ れた和田委員、 淵上委員があいさ つ。  

    

５   各部会から の報告について 

・ 産業・ 観光専門部会 

吉良部会長から 、 ４ 月１ ９ 日（ 土） に開催さ れる 相模湖の歴史物語セミ ナー 

について報告。  

・ 子ど も ・ 若も の専門部会 

川村部会長から 令和 7 年度事業 相模湖コ ミ ュ ニティ カフ ェ （ 仮称） について 

報告。  

 

６   その他 

・ 地域包括ケアセンタ ー和田氏から 前回の地域ケア会議議事の概要について説明。 

・ 事務局から「 中山間地域の公共交通再編に係る 説明会」について４ 月２ ０ 日（ 日）、

２ ３ 日（ 水） に地元向け説明会が行われる 旨報告。  

・ 事務局から 相原高校生徒が作成し た中山間地域のパン フ レ ッ ト について添付資

料のと おり 相模湖が紹介さ れた旨報告。  

・ 鈴木副代表から 、 次回のま ちづく り 会議全体会において相模湖芸術・ 文化ま ち

づく り 実行委員会を 招き 、 １ ０ 月１ ８ 日・ １ ９ 日に開催予定の「 さ がみ湖 野

外バレ エフ ェ ス ティ バル 2 0 2 5 」 について説明を受ける よ う 提案があり 、 こ れ



を承認。  

相模湖芸術・ 文化ま ちづく り 実行委員会へ森久保理事を 通じ て依頼する こ と と

し た。  

 

７   閉会（ 川村副代表）  

                                以  上 



 

 

第９ ６ 回 相模湖地区ま ちづく り 会議 全体会 次第 
 

日 時 ：  令和７ 年６ 月１ ２ 日（ 木）・ 19 時～ 

場 所 ：  相模湖総合事務所大会議室 

 

１  開 会 

 

 

 

２  あいさ つ 
 

 

 

３  報告事項等 

（ １ ） 相模湖地区ま ちづく り 会議委員の変更について 

   

（ ２ ） 相模湖地区ま ちづく り 会議公募委員の募集状況について 

 

４  協議事項等 

 （ １ ） 令和７ 年度地域活性化事業交付金について 

 

（ ２ ） 令和７ 年度地区ま ちづく り を 考える 懇談会について 

 

 

５  各部会から の報告について 

 

 

 

６  その他 

 

 

 

７  閉 会 

 
□ 次回役員会 

・ 日時： 令和 7 年６ 月１ ２ 日（ 木）・ 19 時から  

・ 場所： 相模湖総合事務所 3Ａ 会議室 

□ 次回全体会 

・ 日時： 令和７ 年６ 月 1９ 日（ 木）・ 19 時から  

・ 場所： 相模湖総合事務所 3 階大会議室 









相模原市子育て 応援条例を こ こ に公布する 。  

 

令和７ 年３ 月２ ６ 日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市条例第２ ０ 号 

 

相模原市子育て 応援条例 

全ての子ど も は相模原市にと っ ての希望であ り 、 未来を 築く 大切な 存在です。 結

婚や子育てを 希望する 人がその希望を かな え る こ と ができ 、 子育て 世代が喜びを 実

感し な がら 安心し て 子育てを する こ と ができ る 社会を 創る こ と は、 今の時代を 生き

る 私た ちにと っ て大事な こ と であ り 、 取り 組ま な ければな ら ないこ と です。  

 経済的な不安定さ 、 仕事と 子育ての両立の難し さ など 、 子育て 世代を 取り 巻く 状

況は厳し さ を 増し ており 、 安心し て子育てを する こ と ができ る 環境の実現に向けて、

一人ひと り ができ る こ と を 行い、 社会全体で子育て世代を 支え て いく こ と が求めら

れていま す。 ま た、 緑あ ふれる 豊かな自然と 生活に便利な 都市機能に恵ま れた相模

原市には、 子育てに適し た環境があ り 、 こ の強みを 生かし て子育て 世代を 応援する

こ と が重要です。  

 私た ちは、 市、 市民、 事業者及び学び・ 育ちの施設等関係者が共に子育て 世代を

応援する 意識を 育み、 結婚や子育てを 希望する 人がその希望を かなえる こ と ができ 、

子育て 世代が社会全体に温かく 見守ら れ、 喜びを 実感し な がら 安心し て子育てを す

る こ と ができ る 社会の実現を 目指し て、 こ の条例を 制定し ま す。  

 ( 目的)  

第１ 条 こ の条例は、 子育て世代及び結婚を 希望する 人の応援についての基本理念

を 定める と と も に、 市の責務並びに市民、 事業者及び学び・ 育ち の施設等関係者

の役割を 明ら かにし 、 結婚や子育て を 希望する 人がその希望を かな え る こ と がで

き 、 子育て 世代が社会全体に温かく 見守ら れ、 喜びを 実感し な がら 安心し て 子育

てを する こ と ができ る 社会を 実現する こ と を 目的と し ま す。  

 ( 定義)  

第２ 条 こ の条例において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 当該各号に定める と



こ ろ によ り ま す。  

（ １ ） 子ど も  １ ８ 歳に達する 日以後の最初の３ 月３ １ 日ま での間にあ る 人を いい

ま す。  

（ ２ ） 子育て世代 子育てを する こ と を 希望する 人たち 及び現に子育てを し ている

人たちを いいま す。  

（ ３ ） 市民 市内に居住し 、 通勤し 、 又は通学する 人を いいま す。  

（ ４ ） 事業者 市内に事務所又は事業所を 有する 個人又は法人その他の団体を いい

ま す。  

（ ５ ） 学び・ 育ちの施設等関係者 保育所、 認定こ ど も 園、 幼稚園、 小学校、 中学

校、 義務教育学校、 高等学校その他の子ど も が学び、 育ち 、 又は活動する た め

に利用する 市内の施設( 以下「 学び・ 育ち の施設」 と いいま す。 ) 及び学び・ 育

ち の施設以外において 子ど も の学び、 育ち 又は活動の支援に関係する 人を いい

ま す。  

( 基本理念)  

第３ 条 子育て 世代及び結婚を 希望する 人の応援に当た っ ては、 誰も が一人ひと り

異なる 存在であ り 、 結婚や子育て には多様な価値観があ る こ と を 認め、 こ れを 尊

重し ま す。  

２  子育て世代の応援は、 次に掲げる 事項を 基本理念と し て行われる も のと し ま す。  

（ １ ） 子育て世代が孤独・ 孤立の状態( 孤独・ 孤立対策推進法( 令和５ 年法律第４ ５

号) 第１ 条に規定する 孤独・ 孤立の状態を いいま す。 ) にな る こ と がないよ う 、

子育て世代を 社会全体で温かく 見守り 、 支え る も のと し ま す。  

（ ２ ） 市、 市民、 事業者及び学び・ 育ち の施設等関係者が相互に連携し 、 子育て世

代が社会全体に温かく 見守ら れ、 喜びを 実感し な がら 安心し て 子育て を する こ

と ができ る 社会の実現に向けた取組を 推進する も のと し ま す。  

( 市の責務)  

第４ 条 市は、 前条の基本理念( 以下「 基本理念」 と いいま す。 ) にのっ と り 、 子育

て世代及び結婚を 希望する 人の応援に関する 総合的かつ具体的な 施策を 策定し 、

及び実施する も のと し ま す。  

２  市は、 基本理念にのっ と り 、 市民、 事業者及び学び・ 育ち の施設等関係者がそ

れぞれの役割を 果た し な がら 相互の連携及び協働を 図る こ と ができ る よ う 取り 組

むも のと し ま す。  



３  市は、 基本理念及び第１ 項の施策に係る 普及啓発を 行う も のと し ま す。  

( 市民の役割)  

第５ 条 市民は、 基本理念にのっ と り 、 子ど も は未来を 築く 大切な 存在であ る と の

認識の下、 一人ひと り が子育て に関心を 持ち 、 子育て 世代を 温かく 見守り 、 全て

の世代が共に子育て世代を 応援する よ う 努める も のと し ま す。  

( 事業者の役割)  

第６ 条 事業者は、 基本理念にのっ と り 、 市が実施する 子育て世代の応援に係る 施

策に協力する よ う 努める も のと し ま す。  

２  事業者は、 基本理念にのっ と り 、 自ら 雇用する 労働者が仕事と 子育てと の両立

を 図る こ と ができ る よ う にする ため、 必要な 労働環境の整備に取り 組むよ う 努め

る も のと し ま す。  

( 学び・ 育ちの施設等関係者の役割)  

第７ 条 学び・ 育ちの施設等関係者は、 基本理念にのっ と り 、 学び・ 育ちの施設が、

子ど も が心豊かに主体的に生き ていく た めの基礎的な 資質、 能力や創造性を 育む

場である こ と を 認識し 、 子ど も の意見を 聴き 、 その存在を あり のま ま に受け入れ、

一人ひと り の個性を 大切にし た 関わり を 意識し 、 保護者や地域と 連携し ながら 、

心身と も に健やかに子ど も が育つ環境づく り を 進める よ う 努める も のと し ま す。  

( 施策)  

第８ 条 市は、 子育て 世代及び結婚を 希望する 人を 応援する ため、 次に掲げる 施策

を 実施する も のと し ま す。  

（ １ ） 子育て 世代が子育ての喜びを 実感し な がら 安心し て 子育て を でき る よ う にす

る ための施策 

（ ２ ） 社会全体において 子育て世代を 応援する 意識を 育むための施策 

（ ３ ） 結婚や子育て を 希望する 人がその希望を かなえる た めの施策 

（ ４ ） 前３ 号に掲げる も ののほか、 第１ 条の目的を 達成する ために必要な施策 

   附 則 

 こ の条例は、 令和７ 年４ 月１ 日から 施行し ま す。  



4月 １ ０ 日 １ ７ 日

5月

6月 １ ２ 日 １ ９ 日

7月

8月 １ ４ 日 ２ １ 日

9月 １ １ 日 １ 8日

10月 １ ６ 日 ２ ３ 日

11月 ●

12月

1月

2月 １ ２ 日 １ ９ 日

3月

4月 ９ 日 １ ６ 日

5月

第８ 期相模湖地区ま ちづく り 会議の開催日程及びま ちづく り を考える 懇談会の開催日程について

後

期

R７

R8

開催年月

前

期

区

分
役員会 全体会

ま ちづく り

を 考える 懇談会
備 考

【 令和７ 年度 ま ちづく り を考える 懇談会開催日】

 令和７ 年１ １ 月中旬頃を検討している 。

※８ 月から １ ０ 月にかけて毎月会議が予定さ れている のは

懇談会に向けた調整を行う ため。

原則、 役員会は第2木曜日、 全体会は第3木曜日



令和７ 年４ 月・ 敬称略

1 代表 -
地域活性化事業交

付金交付団体
サンタ ク ロ ース プロ ジェ ク ト 河津　  暁

2 副代表 産業・ 観光専門部会 - 鈴木　 克枝

3 副代表 子ど も ・ 若も の専門部会 - 川村　 千穂子

4 理事 産業・ 観光専門部会 自治会関係 相模湖地区自治会連合会 森久保　 高弘

5 理事 子ど も ・ 若も の専門部会
教育・ ス ポーツ ・
文化関係関係

相模湖地区小学校Ｐ Ｔ Ａ 「 桂北小学校」 加藤　 千晶

6 理事 産業・ 観光専門部会
地域活性化事業交

付金交付団体
さ がみ湖コ ンシェ ルジュ 吉良　 奈美乃

7 理事 産業・ 観光専門部会 公募委員 - 植田　 聡子

8 産業・ 観光専門部会 自治会関係 相模湖地区自治会連合会 岸　 義之

9 子ど も ・ 若も の専門部会 相模湖地区民生委員児童委員協議会 清水　 孝夫

10 産業・ 観光専門部会 相模湖地区社会福祉協議会 砂金　 富保

11 - 相模湖地域包括支援センタ ー
遠藤　 亮裕
⇒和田　 理江

12 子ど も ・ 若も の専門部会 相模湖商工会（ 女性部）
小瀧　 惠子
⇒淵上　 美紀子

13 - 相模湖商工会（ 事務局） 未選定

14 産業・ 観光専門部会 一般社団法人 相模湖観光協会 佐藤　 和仁

15 産業・ 観光専門部会 与瀬商栄会 岸野　 和広

16 産業・ 観光専門部会
教育・ ス ポーツ ・

文化関係関係
相模湖地区公民館運営協議会 藤井　 行雄

17 子ど も ・ 若も の専門部会 相模湖地区小学校Ｐ Ｔ Ａ 「 北相中学校」
加藤　 清子
⇒清水　 理香

18 子ど も ・ 若も の専門部会 相模湖地区小学校Ｐ Ｔ Ａ 「 千木良小学校」 田後　 悠江

19 子ど も ・ 若も の専門部会 相模湖地区小学校Ｐ Ｔ Ａ 「 内郷小学校」 木田　 光恵

20 子ど も ・ 若も の専門部会 相模湖地区小学校Ｐ Ｔ Ａ 「 内郷中学校」 川上　 はぎ乃

21 産業・ 観光専門部会
安全・安心

関係団体
緑区安全・ 安心ま ちづく り 協議会相模湖支部 小川　 達雄

公募委員

保健・ 福祉
関係団体

産業・ 経済
関係団体

※理事につき ま し ては、 各専門部会の部会長・ 副部会長が兼ねる 形と し ており 、 各専門部会よ り 選任し ており ま し た。
　 今回退任さ れた理事の加藤清子さ んについて、 子ど も ・ 若も の部会よ り 選任さ れていたので、 4/17の子ど も ・ 若も の部会にて選任いたし ま
す。

第8期 相模湖地区ま ちづく り 会議委員名簿

番号 所属団体等 氏名役職 専門部会



産業・ 観光専門部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模湖地区の長い歴史や地域の文化などを若い世代に継承し ていく た

め、 地元住民を講師に招き 、 相模湖地区の歴史などを学びま す。  

 

テーマ 相模湖の湖底に眠る 勝瀬集落 

講 師 小野澤 陸雄 氏（ 勝瀬観光株式会社）  

日 時 ４ 月１ ９ 日（ 土） １ ３ ： ３ ０ ～１ ５ ： ０ ０  

会 場 相模湖公民館コ ミ ュ ニティ ーホール（ 緑区与瀬１ １ ３ ４ ‐ ３ ）  

定 員 ５ ０ 名（ 申込順）  

申込み ３ 月５ 日～３ １ 日に、 直接か電話、 Ｆ Ａ Ｘ に「 歴史も のがたり

セミ ナー」「 住所」「 氏名( ふり がな) 」「 年齢」「 電話番号」 を書いて、 相

模湖地区ま ちづく り 会議事務局( 相模湖ま ちづく り センタ ー内) へ 
 

【 問合せ】  

 相模湖地区ま ちづく り 会議事務局（ 相模湖ま ちづく り センタ ー内）  

 ☎  ０ ４ ２ ‐ ６ ８ ４ ‐ ３ ２ ４ ０  ／ FAX ０ ４ ２ ‐ ６ ８ ４ ‐ ３ ６ １ ８  

相模湖の歴史ものがたりセミナー 



子ど も ・ 若も の専門部会 

・ 相模湖コ ミ ュ ニティ カフ ェ （ 仮称）  

（ １ ） 趣旨 

 相模湖地区小・ 中学校望ま し い学習環境のあり 方意見交換会など でアンケー

ト を 行っ た際に同年代のコ ミ ュ ニティ があま り ないと の意見が一定数出ており 、

そう し たコ ミ ュ ニティ を 作る 一助と なる 場を 作っていく も の。  

 ま た、 子ど も のみに対象を 絞ら ず高齢者等の利用も 検討し ていく 。  

 

（ ２ ） 活動イ メ ージ 

 今年度から 各地区の公民館等で活動を 行っ ていく 。  

 活動タ イ ミ ングと し ては子供が一人になり やすい、夏休み、 冬休み、 春休み等

の長期休みのタ イ ミ ングで活動を し ていく 。  

 

（ ３ ） 予算など について 

 今年度は地域活性化事業交付金を 活用し ていく 。  

 今年度の活動内容から 社会福祉協議会の補助金の利用が可能である こ と が確

認でき 次第、 そちら の補助金の利用に移行し ていく 。  

※地域活性化事業交付金は原則と し て３ 年間と なっ ている が、 社会福祉協議会

の補助金の利用については特に年限が定めら れていないため。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

① 三ケ木～東野・ 月夜野線 

➁ 藤野駅～和田線 

③ 

藤野駅～奥牧野線 

藤野駅～やま なみ温泉線 

藤野駅～やま なみ温泉経由～奥牧野線 

④ 藤野駅～相模湖駅線 

⑤ 
相模湖駅～八王子駅北口線 

相模湖駅～高尾山口駅線 

⑥ 
三ケ木～阿津～相模湖駅線 

三ケ木～桂橋～相模湖駅線 

三ケ木以東の路線についても 今後協議対象と なる

予定 

 






